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鳴

羅

鍛
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所
得
税
仁
就
て
武
藤
氏
に
答
ふ

.

汐

見

三
ぐ
郎

「

一

一
所
得
税
法
の
改
正
は
我
国
現
下
の
大
問
題
で
あ
る
。

第
四
十

二
議
會

に
改
正
法
案
が
提
出
せ
ら
れ
》
多
少
の

・修
正
を
纒
て
衆
議
院
を
通
遇
し
た
が
、
不
幸
議
會

の
解

散

に
依
り
流
産

の
悲
運
を
見
た
の
で
め
っ

た
。
然

る
に

特
別
議
會

の
接
近

ε
共
に
又
問
題
を
新
に
し
て
斑
た
の

.で
あ
る
。
'

、-
饗

に
所
得
税
法
案

が
流
窟
の
運
命
に
陥
る
や
、
武
藤

山
治
氏
は

「
株
式
會
祉
株
主

に
封
ず
る
政
治
家
及
學
者

'論
客
の
誤
解
」
ε
題
し
、
有
力
な
る
反
封
意
見
を
獲
表
せ

ら
れ
な
の
で
あ
る
而
.余
は
、
再
三
熱
讃
の
結
果
、
.文
中

・

事
實

に
反
す

る
の
議
論
を
獲
見
し
、
本
誌
前

々
號
げ
其

黙
を
明
に
し
て
置

い
た
。
然
る
に
氏
は
早
速

「
汲
見
法

學
士

に
答
ふ
」
な

る
懇
切
な
る
答
辯

を
本
誌
に
寄
ぜ
ら

雑

鍮
.

所
得
税
に
就
て
武
藤
氏
P
答
ぶ

れ
た
。
余
は
自
己
の
責
任
上

=
冒
之

に
答

へ
た

い
ご
思

入

ふ

。

馳
.

`
.
.
.
旨
.

"
.
、

第

'

武
藤
氏
の

「株
式
會
肚
に
封
ず
る
政
治
家
及
暑

融

"
.

モ

客

の
誤
解
」
な
る
論
文
は
其
内
容
上
白
ぢ
二
つ
に
分
れ

神
.

て
る
る
。
第

一
に
、コ

箇
鐘
淵
株
式
會
肚
の
實
例
」
を

催

一

解

碩

引
き
、
是
を
論
擦

ご
し
て

「
株
式
、會
肚
株
主
の
大
多
敷

誤

巧

は
中

流
以
下

の
投
資

家
な
肛
」

ε
断

じ
,
第

二

起
、
.從

の

)
動

.

客

頁
12
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な
灘

る
誤
謬
あ
・
義

兄
し
、、鷹

華

茎

五
號
に
於
て

灘

羅

襯

左

の

=
,黙

を

擧

げ

て

論

じ

た

。
.
.

-

會
)

ξ
法

ピ

酉
市
昆
布

鍼

第

一
、
鐘
淵
紡
績
株
式
會
肚
の
株
主
を
ば
現

今
我
國
株

H
分
汐

分

r

、
ゆ
の

、
の

式
會
肚
の
株
主
の
典
型
的
の
も
の
ε
し
、
、是
が
標
本
調

瀧
撫
鍛

査
よ
か
全
般
を
推
し
て
居
ら
れ

胤
が
、
確
に
誤
で
あ
る
ゆ

山
人

、山

、

藤
第
稿
藤
橋

第
二
、
鐘
淵
紡
績
株
式
曾
就
の
材
料
を
解
繹
す
る
に
嘗

試
巻
抽
籤
拙
.

の

り
、
株
主
数

の
み
を
重

醜
し
、
其
株
主

の
所

有

せ

る
株

り

恥
の
4一

.

第
十
一
巻
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[
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.雑

録

所
得
税
に
就
て
武
藤
氏
に
答
ふ

.

敷

に
は

}
顧

の
勢

を
も
飾
は

れ
な

か

つ
柁

の
は
、
.誤

解

の
第

二
黙

で
あ

る
冷

第

三
、
最
後
に

、
改

正
法
案

の
綜
合
裸
視
主
義
は

現
行

法

の
源
泉

裸
視
主

義

よ
り
も

小
株

主
を
苦

し

め
る
も

の
.

ξ
解

し
、
法
案
其
者
を
誤
解

し

て
居

ら

れ
る
の
で
あ

る
。

余

は
吐

く

し
て
武
藤
氏

の
誤

解
を

明

に
し
尭

の
で
あ

る
。
然

る

に
今

や
武
藤
氏

の
答

辯

に
接
す

、
曰
く

「
汐

見

注
學
圭

の
批

評

は
全
く
小
生

の
論

旨
を
誤

解

せ
ら

れ

た

る
も

の
な

み
」

ε
、
叉

曰
く

「
ダ

イ
ヤ
毛

ソ
ゴ
誌

上

小
生
め

論
文
御
画
讃

を
乞

ふ
」

ご
。
,
其
後
氏

の
論

衣
を

繰

返

し
諦

ん
だ
が
、
疑

問

は
盆

亙
加
は

る
の
み
で
、
毫

も
了

解
す

る

こ
ε
を
得
な

い
。

呪
ん
や

、
武
藤

氏

の
論

.
旨
を
余

が

「
全
く
」
誤
解

し
て

み
る
ε
は
、

ご
う
も
考

へ
《り
れ
な

い
。
暴

れ
余

が
"藪

に
[再
び
論

也
ざ

惹
を
得
な

い
所
…以
で
あ

る
。
.

「

・

、
.

議
論
の
順
序
固
し
て
」
第

一
段

に
問
題
の
中
.必
然
陀

る
株
式
會
競
株
主
の
本
質
.ε
綜
合
課
税
主
義
の
是
非

ε

を
論
じ
.、
第
二
段

に
武
藤

氏
が
.余
に
提
出
せ
ら
れ
し
新

・
問
題
た
.る
超
過
所
得
税
論
及
留
保
所
得
税
諭
を
扱
ふ
事

ご
す
.る
。

第

十

一
巻

(第

一
號

一
四
〇
)

一
四
q

呂

武
藤
氏
は
本
誌
前
號

に
日
ぐ

「
小
生
は
綜
合
課
税
に

反
謝
せ
す
叉
個
人
の
所
得

し
累
推
課
税
す

る
こ
`
に
も
.

反
射
せ
す
」

ε
。
.而
し
て
武
藤
氏
の
反
射
せ
ら

る
、
は
.

、「
株
式
會

肚

り
所
得

(牧
金
文
は
配
當
金
の
語
を
以
て

.

す
れ
ば

一
暦
明
瞭

な
る
べ
し
)
及
保
留
金
に
累
進
課
税

す

る
」
の
黙
な
の
で
あ
る
。

.

挽
法
を
論
ず
る
に
當
り
南
光
づ
重
ん
ず

ぺ
ぎ
は
其
用

、
語
を
厳
密

に
す
る
事
で
あ
る
。
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
誌
上
」
.

武
藤
氏
の
「
論
文
を
再
讃
」
す
る
に
、氏
は
「
政
府
よ
b
提

案

し
衆
議
院

に
於
て
可
決
せ
る
所
得
税
法
案
」
を
攻
撃

.

し

「
株
式
會
肚

の
所
得
及
保
留
金
に
射
し
累
進
税
を
課

せ
ん
己
す

る
は
如
何
な
る
理
由

に
基
し
ゃ
」

ε
詰
問
し

て
居
ら
れ
る
,
不
審
ぽ
此
黙
に
存
す
る
の
で
あ
る
。武
藤

氏
が
「
株
式
會
肚

の
所
得
」
に
累
進
税
を
課
す

嘘
云
ふ
は

,法
衣

に
所
謂
法
人
の
超
過
所
得

を
指
す
様
に
も
思
は
れ

る
。
然
し
氏
が
株
式
曾
肚
の
所
得

に
註
繹
を
下
し
(
牧

盆
又
は
配
當
金
ざ
謂
は
ぼ
更
に
明
瞭
な
る
べ
.し
さ
日
ひ

其

に
累
進
課
祝
す
る
事
を
攻
撃
せ
ら
る
＼
を
見

る
ε
、

配
當
金
が
他

の
個
人
所
得

に
綜
合
せ
む
れ
て
課
税
せ
ら

■
・

.

イ

.



＼

・

れ
る
事
を
意
味
す

る
や
う

に
も
解
せ
ら
れ
る
。
虚
で
法

人
の
超
渦
所
得
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
先
づ
法
人
の

所
得

ε
し
て
配
當
金
賞
與
金
以
外
に
留
保
金
を
も
加
算

・
し
「
其
が
運
用
資
金
に
謝
す
る
利
廻
八
朱
以
上
な
む
時

に
限
り
、
其
超
過
金
額
に
累
進
課
税
す

る
の
で
あ
る
。

散
に
漫
然
株
式
會
批

の
所
得

に
累
進
課
税
す
る
と
云
っ

て
は
超
過
所
得

の
累
進
税
を
意
味
す

る
も
の
己
は
受
取.

b
難
い
.の
で
あ
る
。
呪
ん
や
法
人
中
株
式
會
肚

の
み
を

特
に
擧
げ
て
攻
撃

の
野
象
ε
せ
ち
る
＼
に
於
て
は
、
綜

合

累
進
課
税
反
劃

ε
解
す
る
方
が
穏
當
で
あ
み
。
實

の

所
是

の
み
で
は
問
題
が
解
決
出
来
な
い
、
.更
に
外
部
の

背
承
を
窺

っ
た
。
云
ふ
迄
も
無
く
新
法
案

の
眼
目
は
綜

合
課
税
主
義
で
あ

っ
.て
、
他
は
云
は
～
枝
葉
の
問
題
で

あ
る
。
ル
從
っ
て
日
本
工
業
倶
樂
部
商
業
會
議
所
其
他
大

r
小
の
仮
封
運
動
は
何
れ
も
主
力
を
此
黙

に
注

い
で
居
る

め
で
あ
る
q
而
し
て

一
.方
武
藤
氏
ぽ
綜
合
裸
視
主
義
を

莫
大
目
的
ビ
せ
る
新
法
案

に
賛
成
せ
る
政
治
家
及
學
者

論
客
を
、
ダ
イ
鵡
モ
ソ
ド
誌
上
包
括
的

に
罵
倒
せ
ち

れ
、

乍
ら
、
他
方
綜
合
課
税
主
義
否
認
を
根
本
目
的
ビ
せ
る

資
本
家
の
行
動

に
謝
し
て
ほ
.、
別
に
何
等

の
批
判
セ
も

、
雑

錘
,

所
得
税
に
就
て
武
藤
氏
に
答
ふ

公
に
.せ
ち
れ
な
か
っ
た
の
で
.あ
る
。
彼
是
思

ひ
合
は
す

時
余
の
頭
に
強
く
閃
.い
た
,の
は
外
で
も
無

い
、
武
藤
氏

も
矢
張
り
月
並

の
資
本
家
で
あ

っ
た
、
綜
合
課
税
主
義

.

.

の
反
拗
者
で
・あ
る
こ
の
印
象
で
あ
.つ
陀
、
今
.に
し
て
思

.

へ
ば
氏
が
株
式
會
『肛
の
所
一得
ざ
云
は
る
、
は
株
式
會
引肛

の
超
過
所
得
を
意
味
し
、
而
し
て
綜
合
課
税
ま
義

に
は

敢
て
反
劃
せ
ら
れ
な

い
様
で
あ
る
か
ち
、
余
は
大
に
意

を
安
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

・
.'

兎
に
角
武
藤
氏
は
綜
合
課
税
主
義
を
是
認
せ
ら
れ
た

、

の
で
あ
る
。
法
文
上

一
悉
累
進
主
義
を
採
用
し
乍
ら
馬

蒲
を

「
株

の
小
株
主
も
五
萬
五
千
株

の
大
株
主
も
等
し

ぐ
千
分
の
七
十
五
の

一
定
率
の
所
得
税
を
貝
摺
す
.る
ε

云
ふ
が
如
き
現
行
法
の
精
…神
に
は
飽
く
迄
反
響
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
新
所
得
税
法
案
は
、
勿
論
理
想
的
で
は
無

い
が
、
少
く
蓬
も
現
行
法
の
源
泉
裸
視
主
義
の
非
を
改

め
ん
ε
す
る
精
帥
に
於
て
は
、
確
に
立
派
な
も
の

で
あ

る
コ
砒
會
政
策
論
者
た
る
武
藤
氏
が
此
精
神

に
双
.手
を

擧
げ

て
賛
成

せ
ら

る
.、
は
當
然

の
事
ε
信
ず
。

次
に
株
式
會
肚
株
主
の
本
質
で
あ
る
。

武
藤
氏
あ
議
論

の
核
心
は
「
其
題
目
.
「
株
式
會
肚
株

第

寸

「
巻

(第

一
號

一
四

一
)
.

一
四

一
・

欄



一_沽

雑

録

'

既
得
醗
に
就
て
武
藤
現
に
答

ふ

圭

に
封
ず

乃
政
治
家
及
學
者
論
客
の
誤
解
」

の
示
す
が

如
く
、
「
株
式
會
肚
株
主

の

大
多
藪
は
中
流
以
下
の
投

.

資
者
」
な
る
に
「
世
の
政
治
家
及
學
者
論
客
が
漫
然
金
持

..

`
同

門
祝
す

る
の
誤
謬
な
る
」
を
明
に
せ
ら
れ
た
黙
に

存
し
て
ゐ
佑
、
.然
し
余
は
武
藤
氏
の
此
説
明
に
劃
し
て

は
依
然
多
大
、の
疑
戚
を
懐
抱
し
て
み
る
の
で
あ
る
、
此

・

黙
は
本
誌
前
々
.號
に
詳
細
な
る
撒
字
的
研
究
を
獲
表
』

.
て
置
い
た
か
ら
今
更
繰
返
す
ま

い
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
誌
上
武
.藤
氏
は
株
式
會
砒
株
主

に
封

.

七
「
中
流
以
下
の
人
士
」
「
其
大
部
分
が
金
持

に
あ
ら
ざ

る
の
事
實
」
「
大
多
敷
は
中
流
以
下
の
投
資
者
」
「幾
多
の

.

下
級
投
資
者
」
「
無
辜
の
下
級
投
資
者
」
「
世
事
に
暗

き
農

民
の
投
資
者
」
な
昏
種

々
の
形
容
詞
を
繰
返

へ
し
用
ひ
、

株
主

ε
云

べ
ぱ
直

に
貧
乏
人
を
聯
想
せ
し
む
る
の
戚
を
.

抱
か
し
め
て
ゐ
ら
れ
る
。
余
は
斯
.る
曖
昧
な

る
言
葉
を

成
る
可
ぐ
避
け
た

い
の
で
あ
る
が
、
敢
て
達
.親
的
観
察

を
下
せ
ば
、
株
.式

曾̂
就
の
株
主
は
貧
.乏
人
に
あ
ら
す
し

て
寧
.ろ
金
持
な
.り
ε
断
言
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
株
.式
會

肚
株
主
に
封
ず

る
此
程
見
解
の
差
異
は
軍

に
匠
セ
.た
る
.
.

一
所
得
税
の
問
題
た
る
札
止
ま
ち
ず
、.
.延
て
は

一
般
肚

第
+
】
巻

、(第

「
號

一
四
二
〉
.
一四
二

』
.
.
.
.

會

上

の
諸

問

題
.の
解
決

に
も
重
大
な

る
影
響

を
與

へ
る

も

の
.で
あ

み

か
ら

e
此

黙

は
飽

く
迄

も

明
確

に
し
た

い

.

.の
で
あ
る
。
武
藤

氏

の
.所
見
果

し
て
如

何
。

氏
は
本
誌

前

號

に
於

て
は
、
只
「
其
株

主
中

に
貧
乏
人
も

あ
れ

ば
」
.

の

一
吉
を

使
用
せ
ら
れ

た
の
み

で
あ

る
が
、
持

説
を
翻

へ
.さ
れ
た
り
や
。

武
藤
昏

余
あ

從
來
の
論
争
ば
實
は
株
式
會
肚
株

,
副

主
の
本
質
ご
綜
合
課
税
主
義
の
賛
否
ご
の
二
業
で
あ

っ

唾

た
諺

し
て
蓉

課
塗

義
嬉

し
・
は
武
餐

が
賢

晦

意

を
表
せ
ら
れ
た
の
で
問
題
は
自
ろ
解
決
し
π
。
株

式

蝦
.

會
肚
株
主
に
罫
し
て
は
其
後
沈
黙

レ
て
る
ら
れ
る
か
ら
.

惜

雪

祭

の
誘
を
承
認
下
さ
っ
た
の
で
あ
ち
う

、
.余

は

覇体

'
武
藤
氏
ξ
意
見

の
吻
合
せ
旭
事
を
喜
ぶ
者
で
あ
る
。
、

.

税量

課

、
株
式
會
肚
株
主
の
本
質
及
綜
合
裸
視
主
義

の
問
題
が

梱

.

解
決
せ
ら
る
れ
ば
・、
他
は
易
々
た
る
も
の
で
あ
も

残

曲

る
所
武
藤
氏
が
改
正
法
案
修
正
法
案
を
攻
撃

ら
る
・
.
倣砿

.

の
は
超
過
所
得
及
留
保
所
得
に
累
進
課
祝
す
洛
黙
で
あ

る
毘

等
の
問
題
に
於

て
は
・
食

何
等
の
意
見
を
も
.

拙の

嶺
表

せ
す
.、
從

っ
て
答
辯
の
義
務
無
智
も
、
武
藤
氏
に



'、

…敬
意
を
表

し
、
.・氏
の
意
見
中
氣
付
き
し
黙
を

=
　口
述

べ
.

で
置

き
だ

い
。

、
一其
中
起
過
所
一得
税
は
戦
時
利
得
税
の
精
稗
を
謄
聾
し

セ
も
の
で
あ

っ
て
、
納
…税
室
禮
を
法
人
に
限
定
し
元
の

.

は
全
く
租
税
技
術
士
の
理
由
よ
り
出
て
み
る
。
而
し
て

武
藤
氏
も
ロ
ハ
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
.本
家
た
る
米
國
杯
」
の

例
を
引
き
、
日
本
の
學
者

の
無
智
を
笑
は
れ
だ
る
に
止

ま
あ
、
.別
に
正
面
よ
り
「議
論
を
試
み
ち
れ
た
の
で
無

い
・

.

か
ら
、
暫
丈
是
を
論
ぜ
.す
に
置
く
ρ

武
藤
氏
の
留
保
所
得
に
鍬
進
課
祝
す

る
を
攻
撃

せ
.ら

る

、
は
大
約
次
の
理
由

に
塞
ぐ
、「
斯
く
す
れ
ば
1
孕
時

積
立
金
を
少
く
し
て
不
呪
聴

に
盧
す

る
用
意
を
鉄
く

べ

.

く
、
2
既
に
多
仁
の
積
立
を
有
す
る
も
の
は
裸
視
を
輕

減
す

る
尉
的
を
以
て
大
に
資
本
を
増
加
す
る
が
故

に
牧

ド視
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
す
し
て
室
人
氣
の
聴
ぽ
斯
く
し

.

て
増
獲
さ
れ
た
る
株
式
を
會
肚

の
貸
借
表
を
知
ら
ざ
る

無
辜
の
投
資
者
が
高

い
値
段
に
で
背
負
ひ
込
み
徒

に
投

機
業
者
.の
餌
こ
な
る
の
み
に
て
非
肚
會
.政
來
の
甚
し
き

も
の
な
り
」

`
9

.

本
問
題
は
三
方
面
よ
与
観
察
す
る
事
が
出
來

る
9

愚
.
錐
.

所
得
税
に
就
で
武
藤
氏
に
答
ふ

、

.

第

一
は
會
.肚
経
管
者
側
の
問
題
で
あ
る
。
新
法
案
實

施
せ
ら

な
れ
ば
、
脱
税

の
目
的
の
爲
め
に
各
會
耐
は
競

っ
て
増
資

に
熱
中
し
平
時
積
立
金
を
少
ぐ
し
、
延
て
.は

其
基
礎
を
危
く
し
不
現
時
に
庭
す
る
の
用
意
を
鉄
く
に

」至
る
事
な
き
や

の
黙
で
あ
る
?
-余
は
是
は
結
局
纒
瞥
者

の
人
の
問
題
に
曝
着
す

る
ご
思
ふ
。
留
保
所
得
税
が
問

測

蠣難
離
離
雛
盤
購
喉砥
鰍
.

総

噸
鼎
繋
繋
瓢
黙
.
翻

然
輩
固
で
あ
る
。
何
よ
り
も
適
例
は
武
藤

山
治
氏
其
人

麗
.

で
窪

い
か
、
暫

乳

が

「予
・
郵

工
輩

・
鐘

認

紡
會
肚
あ
る
を
別
量

覗
草

し
て
、
・却
て
我
国
企
業

㍗

界
三

武
藤
山
治
め
る
を
誇
ら
ん
ご
徹
せ
し
や
久
し
」

虻

ζ
娶

せ
ら
れ
し
際
の
如
き
.
留
保
所
得
税
を
夢
想
し
.
蝶

な

か
っ
た
時
な
・
に
拘
ら
ず
.
蜜

資
涙
は
武
餐

を

鋼
.

脅

か
し
た
で
は
な

い
か
。
又
臨
時
議
會
に
新
注
案
蓮
渦

参

す
る
毫

、
恐
ら
く
武
餐

は
、
留
保
所
得
税
輕
減
の

購

唯

一
理
由

を
以

て
、
鐘
淵
紡

績
株
式

會
肚

の
増

資

に
賛

編

成

せ
ち

る

・
事

は
無

か
ら
動
ε
信
ず

乃
。

會
肚

は
脱
税
.

㊦.

・第
十
一巻
.
(第

一號

一
四
三
}

一
四
三

9

一 一L.



〆

'

「首

ム_一

ρ
ノ

'

ガ

難
、
.簸

所
得
税
に
就

て
武
藤
氏
に
答
ふ

の
厨

め
に
存
す
る
も
の
な
b
や
予
企
業
の
矯
め
に
存
す

る
.や
は
斗
武
藤
氏
の
特
に
承
知
あ
る
筈
で
め
る
。

一
・
第
二
は
徴
税
者
ε
し
て
の
立
場
で
わ
る
。
.脱
税
容
易

な
る
爲

め
豫
蛆
の
牧
視

の
目
的
を
達
し
難
し
ざ
の
武
藤

氏
の
説

の
眞
隅
で
あ
る
。、
是
ぽ
改
正
法
案

ε
修
正
法
案

,
ピ
を
匪

別
し
て
論
ぜ
組
ば
な
ら
鴻
。
武
藤
氏
は
新
所
得

税
法
の
鮫
階
ξ
し
て

「
個
人

の
場
合
に
於
て
も
.合
名
會

.

魚
文
は
合
資
會
砒
ε
す
れ
ば
.脱
税
容
易
な
り
」
ε
云
ふ

て
居
ら
れ
る
が
、
成
程
改
正
法
案
に
は
此
非
難
が
當
ら

な

い
で
も
無

い
。
改
正
法
案

の
脛
牽
.の
留
保
所
得
税
で

は
、
一大
富
豪
が
財
産
を

一
.族

で
管
理
す

る
様
な
會
肚
、

合
名
會
瓢肌
の
様
菰
も
の
を
作

っ
て
容
易

に
脱
税
の
目
的

を
達
す
る
事
も
有
b
得

べ
き
で
あ
る
。
此
黙
は
既
に
本

.

年

一
丹
三
十

.}
月
所
得
税
法
改
正
委
民
會

の
席
上
で
小

.

川
博
士
の
力
説
せ
ら
れ

た
所

で
あ
る
つ
日
く

「
富
豪
が

合
名
會
砒

ヲ
持

ヘ
テ
置

ギ
ア
シ
テ
、
.其
合
名
會
瀧
が
澤

.
山
ナ
株
券

ヲ
持

ツ
ラ
居

ソ
.マ
シ
タ
ナ

ラ
バ
、
折
角
綜
合

課
税
ト
.云

フ
精
神
ヲ
以
グ
改
正
ぜ
ラ

レ
マ
シ
・7
毛

實

際

心
土

二
於
キ
マ
シ
テ

ハ
富
豪

ハ
殆

ソ
ド
免

レ
ア
。
…

…
富
豪

が
千
萬
圓
以
よ

二
　ナ
リ

マ
シ
・7
モ
會
砒
,二
留
保

鍋
†

一.巻

(
窮

一
號
.

[四

四

)

一、四

四

シ
.
.
7
貴

キ

マ
ス
レ
.バ
、

或

場
合

二
於

プ

ハ
百

分

ノ
七

・

唄
.

五

ヲ
取

ル
、
或

場
合

「ご
於

テ

ハ
百
分
.ノ
十
五

ア
取

ル
ト

鐸
綿織
　繋

難
謙
譲

灘
灘

　・



L

「

、

.'

「
.
吃

'

の
超
過
額
累
進
牽
を
適
用
す

る
事
癒
し
沁
の
で
あ
る
。

此
修
正
に
.よ
か
所
謂
合
法
.的
脱
税
は
大

に
防
止
せ
ら
れ

綜
合
課
税
主
義
も
始
の
て
兵
団
臨
を
達
す

る
課
で
あ
る

の

庫

屠

へ
暇

な
畠

の
ば
、
.溜
保
所
得
税
な
る
も
の

が
我
國
産
業
界
に
多
大
の
打
撃
を
與

ふ
る
.の
可
能
性
あ

画
や
否
や
の
問
題
で
あ
な
、
最
近
の
我
国

の
銀
行
及
株
・

式
會
肚
中
代
表
的
の
も
の
こ
百
八
十
を
探
与
其
積
立
金

の

ご
彿
込
資
本
金
ご

、の
比
例
を
調

べ
次

の
結
果
を
得

π
。
.

石

油

及

石

炭

鎖

.

業

窯
.

業

.思
料
及
化
學

工
業

雑
.
鍮
.

肥 窯.鎧 石 製.変 型,.剥 製 毛 編1.

嚢_油'...糸.業.
化1織 、及 、 務

讐'」 石.'.」 紡'・ 別

業 業 業 炭 糖 酒 粉 績 麻 物.績.

A二 ≡島 昌 題し 里 宮 一

の下 の佛覆
徽 の玉込立'會 割 資金

昌 一 五 出 社 以本が.

四 二 昌 一 モ ー 三1一

卜IIIII「_

の下上 の佛磧
巌 の・十五込 立

會割判資 翁
冠 頭t以以本が

の上 の姉稀
藪 の十込立.

會割 資金
E祉 以本が

所
得
税
に
就
て
武
藤
氏
に
答
ふ

9

調
査
曾
肚

鍛

製

革

及

護
.談

敢 槻 造.海 餓 電 電 瓦

燈

電

氣

鐵
引

倉
}庫

、
土
地

、建

物

銀

行

其

、

、
他

計

所 械 留 連 ミ直道 力 斯

四

.

六
言一

〇四四

気

六(六

一
〇
へ茜

'
.

」
三

八
11

昌
二

「
一【

.

詫

.
盲11

.

.耳

.

.

.

昌

、

.

1.西 」 三

ゴ洩
竃

、

言

.

囚
.
、

～
.

富

・

《

'

「
,

首(、
眉
.

三

〇
.

監

乃
昌合

.・
三

足

れ
何

を
示
す

か
、
我
國

の
銀
行
會

肚

の
殆

ん
ご
大

　

郵
書

積
立
金
霧

込
資
本
金
・
二
分
の
噛
以
・
垣
.

三

ぎ
す
(
二
百
八
十
肚
中
二
百
十
八
説

)、
、ご
分
の
晶
以
上
.

四
.

全
額
以
下

の
者

は
是
に
次
.ぎ

(
二
百
八
十
肚
中
四
十
八

四

肚
)
、
積
立
金
が
.締
込
資
本
金
を
超
過
す
る
も
㊨
に
至
う
.

.

ゼ
.

て
は
鍾
淵
紡
績
株
式
曾
肚
以
下
極

め
て
寥
々
た
.る
毛
の

酬
・
.三

夏

+
酷

+
四
肚
)・
客

故
昊

姦

の
會

直

航
は
改
正
案
(十
割
)修

正
案

(五
割
)
の
何
れ
に
依
る
智

三

留
保
所
得
税
葱
免
れ
海
が
爲
め
の
増
資

の
必
要
を
減
じ
.

ら
　

第

+

一.瑠

(第

、一
概

峰
四

五
)

・
一
四

乖

.

喝

9)大 正 九年度東洋纒清新撮纒濟年 鑑(46-47頁 、9り一123頁)

一レ.一・
、

●



、

,

ノ

、

曹
.

雑
.鍮

馨

再

就
義

藤
香

簑
.

筆

春

里

脇

西
さ
.

西
力

・無

い
の
で
あ
る
。
増
資

黒
よ
り
相
称
の
負
澹
を
輕
漉
す

宰
せ
る
會
肚
に
無
暗
に
投
資
す
る
人
あ
ザ

こ
せ
ば
偶
合

る
可
能
性
を
有
す
る
少
数
會
枇
は
、
凡
て
戦
時
中
異
常

中
流
以
下
の
投
資
者
旋

転
ε
あ
、
.肚
曾
政
策
上
別
に
顧

、の
牧
盆
を
牧
め
彿
込
資
本
に
劃
す
る
利
益
金
の
割
合
が

慮
ず
惹
必
要
が
無
"
、
蓋
し
投
資
者
其
人

の
罪

か
ち
嶺

少
く
`
も
八
拠
射
よ
与
多
き
は
三
四
十
割
に
も
上
る
特

た
結
果
な
る
が
故
で
あ
る
。
留
保
所
得
税

の
立
業
ご
無

・

蕨
會
冠
で
あ

ヴ
て
、
其
實
力
の
亘
人
な
る
、
少
々
の
租

鐵
砲
の
投
資
家
こ
の
間

の
距
離
は
頗
る
遠

炉
の
で
あ

っ

稔
負
捲
に
は
何
等
の
痛
痒
を
も
戚

じ
な
い
筈
で
あ

る
。
.

て
、
斯
る
中
断
せ
る
因
果
關
係
を
無
理
矢
理
に
結

び
乏

、
第

三

に
留
保
所
得
税
輕
減
の
爲
め
に
増
資
し
た
乃
株

を
唯

一
の
論
督

し
て
新
法
案
を
非
肚
曾
政
策
的
な
り
.

式
會
肚

の
株
式
を
會
肚

の
貸
借
表
を
知
ら
す
し
て
背
食

立
断
ず
る
が
如
き
は
、
余
の
探
ら
ざ
る
所
で
.あ
る
℃

ひ
込
み
投
機
業
者
の
謹

亡
な
る
無
辜
の
中
流
以
下
の
.

四

投
資
家
の
町
題
で
あ

る
。
是
亦
武
藤
氏
の
杞
憂
で
無

か

四
月
十
八
日
大
阪
軌
日
新
欄
紙
上

に
武
藤
氏
の
談
ε

ら
・プ
が
。
前
記
の
和
ぐ
我
團
σ
銀
行
會
肚

の
大
多
敷
は
.
し
て
、
所
得
税
改
正
法
案
を
今
回
の
恐
慌
の

一
原
因
に
∵

積
立
金
が
彿
込
買
本
金
の
五
割
以
下
を
白
む
る
が
故

に

撒

へ
て
居
ち
れ
る
の
を
見
π
。
」曰
く

「
俗
ほ
別
に
受
動

留
保
所
得
税
輕
減

の
爲
め
に
壇
資
す

る
の
必
要
無
《
、

の

一
原
因
ε
も
見
倣
さ
る
、
は
税
法
の
改
正
で
あ
ム
コ

増
資

に
依

っ
て
留
保
所
得
税
を
輕
減
す
る
可
能
性
あ
る

…
…
是
等
ば
法
人
を
駈

玉
自
然
ε
配
當
を
少
く
し
積
立

ば

少
数
大
會
肚
め
る
に
止
ま
る
。
然
る
に
斯

あ
整
實
な

を
減

廿
そ
の
剰
飴
金
を
以
て
何
れ
も
増
資
を
決
行

し
株

券

の
数
を
増
加
し
た
。
其
激
た
ヒる
や
最
近
の
み
に
於
て
.

る
大
會
肚

の
経
籍
者
が
租
税
輕
減

の
.一
理
由
を
以
て
増
、.

費

に
敷
億
圃
上
る
」
{
あ
る
。
敬
億
圓
ご
は
計
釜
資
本
を

.資
を
断
行
癌
、
.爲

め
に
會
批
の
基
礎
を
危
く
し
、
中
流

レ

サ

.以
下
の
投
資
者

に
も
多
大
の
迷
戚
を
掛
急

に
至
.つ
て
.落

す
か
朝
込
資
本
を
指
す
か
、
最
誓

は
時
男

、
如
何

は
、.
其
経
粋
者
た
る
飴
程
企
業
能
力
に
峡
け
た
所
が
あ

に
限
足
せ
ら
れ
し
か
、
留
保
税
輕
減

の
薦
め
の
増
資

ε

歪

蓮
ひ
な
い
・厄
後
っ
て
暫

翫
暴
な
る
経
螢
者
の
主

簿
の
増
資
妥

如
理

る
標
準
に
基
き
匠
捌
せ
し
聖

,

'

o
.

、

r}

」一一」一



亀

/

、

,

、

噛
'

'

、

」皇
・

此
等

の
諸
黙
ば
頗
る
明
確
を
敏
く
の
で
あ
.る
。
該

法
案

が
實
業
界
に
理
解
せ
ち

れ
岳
舞

の
論

の
起
つ
た
の
は

一
.、

月
下
向
忙
し
て
議
會
解
散

の
爲
め
に
流
産
し
π
の
は
二

見
下
旬

ε
記
憶
す
る
つ
假
、に
硯
視
の
僑
め
の
増
資
め
り

ぜ
す
畜
も
此
.短
期
間
の
敷
が
全
機
の
増
資

の

一
小
部
分

を
占
む
る
に
.渦
ぎ
ざ
る
は
、
統
計
撒
字
を

挨

っ
迄
も
無

銀
行
及
株
式
會
肚
公
構
資
本

-

一

年

、
.

月

大
正
八
年

四

月
末

く
明
で
・あ
6
0

、
、

試
に
最
近

一
箇
年
間

の
銀
行
及
株
式
會
耽
の
計
叢
資

本
を
新
設
、
擬
張
の
二
、に
分
ち
.、
.其
畑
公
樗
資
本
現
在

高
に
射

し
如
何
.様
の
割
合
を
占
め
て
み
る
か
を
計
算
し

.

次

の
数
字
を
得
π
の
で
φ
る
弘

現

在

高

.

用

材
、内
典

、四究

、
=
O
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省
し廿
完
£
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四
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四
四
五
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ゴ
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地
幅
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二

調
姿

巧

O
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九
、
一
会

、
二
念

、九
二
〇

湘
、
巴
四
〇
、
ゼ
=
ハ
、
】石
0

言

、
四
畳

、
豊

四
、金

口

.

言

霊

七
二
δ

六
£
、八
晶
0

=

、
西

四
、
九
九
肉
ε

四
〇

=

、
(
忌

、
】
六
六
、醤

0

銀
.行
及
株
式
曾
池
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・
富

'

、

,

f

.

戸

.

雑
.
.簸
」
.
所
得
税
F
就
て
此
藤
氏
に
智
ふ

上
記
の
藪
字
を
見
て
痛
切
に
威
ず
る
事
は
、
銀
行
會

』
肛
の
新
設
援
張
ご
云
ふ
も
.の
鳳

一
般
景
氣
ご
非
常

に
密

接
な
る
稠
係
を
㈲
し
て
肉

筆

塘

。
新
設
計
蛍
葺

き
時
は
嬢
張
計
壷
之
に
伴
ひ
.、
.振
張
衰
ふ
る
塒
鳳
新
設

の
敷
の
減
少
を
見
る
の
ぼ
、
企
ズ
.
一
般
景
氣
の
清
長
が

新
設
振
張
計
鍵

の
両
者
の
共
通
来
園
`
な

っ
て
ゐ
ゐ
爲

め
で
あ
る
。
.も
し
所
得
税
法
案
が
増
資
計
蜜
を
促
す
有

■
.か
な
る
原
因
な
遷

せ
興

此
等
の
数
字
葬

常
な
攣

調
葱
呈
せ
ね
ば
な
ら
諏
筈
で
あ
る
。
然
る
に
所
得
税
法
.

案
が
議
會
に
提
出

せ
ら
れ
其
が
解
散

ε
共
叢
葬
ゐ
去
ら

れ
る
に
至
つ
　た
一
.
.
「舟
中
の
数
字
を
探
レ
、

一
月
中

の
数

字
ご
比
較
勤
照
観

る
に
別
に
特
異
の
事
實
を
獲
見
し
得

.

、

な
V
の
で
あ
み
ρ
計
量
資
本
が
曹

茉

公
稗
資
本
現
在

高

に
.謝
し
て
占
む
る
割
合
を
見

る
に
、
.新
設
は

一
月
中

三
九
ゼ
八
駈
塗
ゲ
レ
も
の
が
五
七
二

%
に
増
し
、
.一
号
.

屯
の
振
張
二
八
・
三
%
が
二
月
中
に
ば
三
四
・七
%

に
増
.

如
し
て
.み
る
.
.擁
張
新
設
共
と

般
好
景
気
の
勢
に
鈎

ら
れ
た
の
で
あ
つ
で
漁
唇

に
所
得
税
軽
減

の
矯

め
に
増

.

資
計
謹
の
み
が
増
加
し
た
置
云
ふ
様
な
事
ば
無

い
の
で

あ
る
A
又
絡
選
緊

の
結
果
所
得
税
法
案

の
成
立
が
稽
確
"

、第
十
一
巻

〔第
一
號

〒
西
入
》
b
一
四
入

費
こ
な

つ
π
五
月
の
籔
字
を
見
よ
、
新
設
計
雷
資
本
が

,前
月
末
公
構
資
本
現
在
高
に
観

し

四
月
の
三
九
・
二
%
.

、
よ
.り

=
ぐ
三
%

に
減
じ
、

更

に

振
張
計
霊
資
本
は
前

月

の
断
四
牢
六
%
ま
り
五
月
の
入
一
〇
%
至
激
減
し
て
ゐ

.

る
。
是
腔
皆
財
界
不
況
ε
云
ふ
共
通
原
因
の
齎
す
産
物
.

で
は
な

い
か
。
此
等
の
事
實
を
考

へ
合
は
す
時
は
所
得

.

視
法
案

の
加
養
、
域
は
多
少
増
資
の
傾
伺
を
助
長
し
た

」
.る
事
あ
δ
や
も
は
か
ら
れ
ざ
る
も
、
..其
影
響
た
る
や
景

氣

の
大
勢
に
比
す
れ
ば
、
實

に
微

々
た

お
も
の
で
あ
る
。
、

地
方
的
め
嫌
は
み

る
が
、
本
年

一
.月
以
降
大
阪
京
都
神

戸
三
都
市
内
の
會
肚

の
増
資
せ
し
も

0
う
中
共
原
因
が

留
保
所
得
税
輕
減

の
目
的
に
出
で
売
る
に
あ
ら
す
や
ざ

思
磨

る
t
の
を
調
査
し
、
次
の
結
果
を
得
だ
。増

資

.

の
原

因
が
那
邊

に
存
す

る
か
を
.
}
律

に
定

め
る
の
は
困

難

で
み

る
か
ら
、
先

づ
積

立
金
が
沸

込
資

本

の
五

割

以

.

.

上

を
青
む

る
會

肚

に
し
て
増

資

し
た

る
も

の
を
調

べ
、

.

其

中

に
就

て
更

に
内

容
を
吟
味
ず

る
事

ε
し

セ
。
、
内

税
法
に
關
係
あ
」り
ε

「
.
.

.

増
資
総
数　

　

轍
鍛

公̀
稽
資
本
籔
　

.

美

.聾

盆
晃
、
叢
0

思
1ま

る
ろ
増
資
籔
㌘
.
.

　

ミ

　

肚
藪

公

梱
資

本

,

円

.

一五
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匹
、唱四
五
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同
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割
合
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コ

肚
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資
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言
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・
'

■

レ
.是
に
よ
っ
て
見

る
も
、
-所
得
税
を
免

れ
友
鳥
ぬ
の
堰
.

資
が
僅

か
に
杢
禮
の

一
部
分
を
青
む
る
に
過
ぎ
ざ
る
事

が
.明
で
.あ
ら
う
ゆ∴

、
増
資

の
原
町
を
所
得
税
改
正
法
案
に
露
し
す
而
も
恐

、慌
に
結
び
付
け
其
間
密
接
な
る
關
係
め
し
ご
云
ふ
に
至

っ
て
は
頗
る
異
搬

の
戚
を
抱
か
せ
.る
。
而
し
て
此
記
事
.

が
資
本
家
の
第

}
人
着
た
る
武
藤
氏
の
談
円
し
て
酸
表

r紬
ら
れ
た
る
が
故

に
、
.皆
{業
家

の
閤
障k
侮
…り
難

い
勢
力

を
有
レ
、
現

に
矢
野
恒
太
氏
の
如
き
盛
に
此
説
を
主
張

.

し
て
ゐ
ら
れ
る
。
コ
人

56
.動
揺
、の
折
柄
影
響
す

る
所
天
で

・
あ
み
。
、最
近
景
気
絶
頂
に
達
せ
し
際
、
投
機
者
流
が
.留

保
所
得
の
累
進
課
税
に
籍
母
.し
て
虚
業
熱
を
煽
ら
ん
ご

し
た
の
ぽ
余
も
認
・め
.て
る
る
。
.然
し
是
は
煽
動
せ
し
人

の
罪
で
み

っ
て
決
し
て
腕
骨
税
法
の
罪
で
は
無
.い
旦
問

題
を
混
同
じ
て
は
な
ら
な
"
コ
余
は
断
然
此
種

の
無
責

任
な
る
論
法
を
排
斥
す
お
の
で
み
る
。
■
.

.

要
す
6
、に
武
藤
氏
が
留
保
所
得
税
を
攻
撃
せ
ら
.る

㍉

理
由

ξ
し
て
非
砒
會
政
策
的
な

る
言
葉
を
用
ひ
ら
れ
た

の
ば
確
に
誤
解
で
め
る
。
余
が
留
保
所
得
税

に
賛
成
す

r
る
所
、以
の
も
の
は
、
綜
合
課
税
主
義
の
.理
想
を
達
成
す

締
那

錐

・所
得
税

に
就

て
武
藤
氏
に
答

ふ

る
に
與

っ
て
カ
あ
.る
か
ら
で
あ
る
。
武
藤
氏

は

「
か
・

る
場
合
に
慮
し
牧
税
の
目
的
を
達

し
曾
糺胆
の
基
礎
だ
る

・
積

立
金
破
壊

の
悪
結
果
も
.來
さ
す

巧
に

立
溢
す
る
名
.

案
」
を
有
し
℃
ゐ
ら
れ
る
そ
到
だ
が
、
朝
辱
税
法
に
悩
.

㌧あ
尉
際
是
非
其
理
想
案
を
承
サ
た
い
も
の
で
る
る
ρ

五
.
・

以
⊥
武
藤
底
の
質
問

に
答
辯

し
虎
心
算
で
あ
乃
沖

、
.
.
武
藤
氏
の
論
衣
柚
.
「
株
式
會
趾
株
主
,に
劃
す
乃
政
治

家
及
導
者
論
客
の
誤
解
」
な
る
標
題

の
示
す
夢
如
ぐ
」
.

株
式
會
祉
株
主
を
達
観
上
金
持

己
見
る
べ
き
ゃ
貧
乏
人

ざ
看
做
す

べ
ぎ
か
の
統
計
學
よ
の
問
題
を
扱

ρ
だ
の
で

あ
お
。
.從

っ
て
余
の
前
論
交
に
於
て
充
分
其
意
を
書
し

礎
の
で
あ

っ
陀
。
　然
々
綜
合
課
税
主
義
の
黙
に
閲

し
て

.

多
少
の
韻
解
存

せ
添
上
に
、
武
藤
氏
は
更
に
溜
保
所
得

税
超
過
所
得
税
に
謝
し
余
の
所
見
を
徴
せ
ら
れ
た
の
で

再
び
議
論
を
重
ね
π
次
第
で
あ
る
。

.

租
税
に
枇
會
政
策
を
加
味
す

べ
き
や
否
や
の
問
題
は

學
界
多
少
の
異
論
め
る
に
拘
ら
す
、
武
藤
氏
が
此
事
を

盛

に
高
調
せ
ち

る
、
は
慶
賀

に
耐
.え
澱
。∵
氏
は
調
査
委

具
會
設
置
～
.
.
税
制
改
革
の
二
問
題
を
提
出
し
私
見
を
徴

第
十

」「
巻

(第
.
一
號

】
四

九

)

一
.四

九

11)矢 野恒太氏、所得税 法の改年 が財界 に及ぼす影響 に就 さて

9

、



r
.

島
,

.

、

雑

錐

新
著
紹
介

せ
ら
れ
た
が
、
此
等
は
凡

て
租
税
に
封
ず
る
根
本
方
針

さ

へ
決
定

せ
ば
解
決
せ
.ら

る
一、
の
で
あ
る
。
武
藤
氏
は
、・

税
制
改
革

ざ
七
て
特
に
所
得
挽
財
産
税
の
關
係
を
述

べ

て
ゐ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
軍
に
直
接
税
の
問
題
た
る
に
・止

ま
右
、
.
.
更

に
進
ん
で
は
直
接
税
間
接
税
相
互
の
關
係
を
.
「

明
に
し
Ψ
麺
て
は
収
入
組
織
企
膿
を
も
血
曾
政
策
化
ぜ

れ
ば
な
ら
漁
の
で
め
昏
。
余
は
決
し
て
我
国
の
視
法
が

「
肚
會
政
策
の
上
乗
な
る
も
の
」
ε
は
思
っ
て
み
な

い
、

否
反
吐
會
政
策
的
な
る
黙
あ
b
ど
思

へ
ば
こ
そ
、
所
得

税
法
の
改
正
を
必
要
ε
し
で
み
る
の
で
あ
る
、
源
泉
課

.

椀
主
義
を
廣
し
綜

合
課
椀
主
義
を
採
用
す
る
新
法
案
を

賛
成
.し
陀
の
も
實
ば
此
理
由

に
基
く
。「
立
憲
国
の
政
治

家
は
か
、
み
国
民
に
重
大
の
利
害
關
係
あ
る
問
題
は
廣

「
く
衆
智
葱
集
め
取
捨
決
定
す
る
こ
そ
至
當
な
り
」

こ
の

武
藤
氏
の
官
は
誰
レ
も
異
存
無
}ぎ
所
で
み
る
。

・余
は
結
論
.の
如
何
よ
り
も
.寧
ろ
論
理
の
完
備
を
重
ん

ず
る
學
徒
で
あ
お
。
偶
々
武
藤
氏
の
論
文
を
讀
み
、
人

心
動
揺
の
折
柄
肚
會

に
及
ぼ
す
影
響
の
人

な
る
を
憂

へ

一
言
論
及
し
た
の
で
あ
っ
陀
。
ゼ今
や
武
藤
氏

の
駁
論
に

接
す
.
堂
々
た
る
態
度
ぞ
以
て
懇

切
な
る
容
辮
を
重
ね

「

第
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一
谷
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一
號

一
五
q
)

一
五
Q

ら

る
¶
感
謝

に
耐

え
ず
b

再

び
私
見

を
述

べ
て
武
藤

氏

r
の
一局
激
を

仰
ぐ
所

以
.の
も

の
は
一、

一
は

氏

の
男
ら

し

き

態
度

に
敬
意

を
表
す
右
旬

め

で
あ
.る
。
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